
別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

小川入国有林他森林
環境保全整備事業
木曽１０（下刈）
　7.23ha

分任支出負担行為担
当官
木曽森林管理署長
高嶋伸二

長野県木曽郡上
松町正島町1-4

平成25年8月2日
みどり産業株
式会社
木曽営業所

長野県木曽郡上
松町大字上松
188-18

会計法29-3-4
（緊急随意契
約）

7月下旬に下刈り以外の他の作業
を含めて一般競争に付したが不落
となった。下刈りについては、適期
作業が9月上旬までであり、植栽
木の健全な育成を図るには早急
に実施する必要があることから、
発注内容を見直し、下刈りのみ優
先して発注する必要があった。

－ － 1,131,900 1,102,500 97.4% － － － － － － － －

三浦国有林他森林環
境保全整備事業 　木
曽１６（下刈）
　31.79ha

分任支出負担行為担
当官
木曽森林管理署長
高嶋伸二

長野県木曽郡上
松町正島町1-4

平成25年8月2日
みどり産業株
式会社
木曽営業所

長野県木曽郡上
松町大字上松
188-18

会計法29-3-4
（緊急随意契
約）

7月下旬に下刈り以外の他の作業
を含めて一般競争に付したが不落
となった。下刈りについては、適期
作業が9月上旬までであり、植栽
木の健全な育成を図るには早急
に実施する必要があることから、
発注内容を見直し、下刈りのみ優
先して発注する必要があった。

－ － 4,135,950 4,105,500 99.2% － － － － － － － －

小川入国有林他森林
環境保全整備事業
木曽９（下刈）
　20.11ha

分任支出負担行為担
当官
木曽森林管理署長
高嶋伸二

長野県木曽郡上
松町正島町1-4

平成25年8月5日
木曽南部森林
組合

長野県木曽郡大
桑村大字野尻
160-27

会計法29-3-4
（緊急随意契
約）

7月下旬に下刈り以外の他の作業
を含めて一般競争に付したが不落
となった。下刈りについては、適期
作業が9月上旬までであり、植栽
木の健全な育成を図るには早急
に実施する必要があることから、
発注内容を見直し、下刈りのみ優
先して発注する必要があった。

－ － 1,220,100 1,155,000 94.6% － － － － － － － －
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